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「和歌山県地域包括ケアシステム推進プラン」 

作成業務委託にかかる企画提案プロポーザル実施要領 
 

 １ 委託業務の概要 
  （１）委託業務名 
     和歌山県地域包括ケアシステム推進プラン作成業務委託 

  （２）業務内容 
当該業務は、和歌山県内における「高齢者の医療・介護・予防・住まい・生

活支援の一体的提供」を目指す地域包括ケアシステム体制の構築を推進するプ

ランを作成するものである。作成にあたっては、地域包括ケアシステム構築の

ための地域資源情報等の調査分析を行うとともに、同時改定となる医療計画と

の整合性を確保しながら、２０２５年に向けてどのような地域包括ケアシステ

ムの構築を推進していくことができるかを圏域毎に提示し、地域の保健・医療

・福祉の専門家や従事者、学識経験者等の意見を反映させた実現性の高いもの

とする。ついては、当該業務を委託すべき事業者をプロポーザル方式による選

定する。 

① 地域包括ケアシステム構築のための地域資源情報等の調査分析 
② 地域包括ケアシステム推進プランと医療計画との整合性の確保 
③ 地域包括ケアシステム構築のための県業務支援 

詳細については、業務仕様書を参照すること。 
  （３）見積もり限度額 
     ９，０４５千円（消費税及び地方消費税を含む。） 
  （４）契約期間 
     契約の日から平成３０年３月３０日まで 
 
 ２ 参加資格 
   当プロポーザルに参加できる者は、「和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参

加資格に関する要綱」第 3 条に定める入札参加資格を満たし、資格者名簿のうち、

大分類「１１ 測定・検査・調査研究等」の小分類「１１ 調査研究・統計作業（社

会経済分野）」に登載されている者であること。 
 
 ３ スケジュール 
   項  目     日  程 
 実施要領等に関する質問受付  平成 29 年 4 月 28 日（金）午後５時まで 
 プロポーザル参加申込  平成 29 年 4 月 28 日（金）午後５時まで 
 提案書類提出受付  平成 29 年 5 月 10 日（水）午前１２時まで 
 選定委員会  平成 29 年 5 月下旬予定 
 選定結果の通知  決定次第 

  
 ４ 当プロポーザル実施要領等に関する質問受付 
  （１）質問受付期間 
    平成 2９年４月２８日（金） 午後５時まで 
  （２）質問の方法 
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    質問事項は、様式１により書面とし、ＦＡＸもしくはメールにて送付すること。 
  （３）回答の方法 
        回答は、和歌山県長寿社会課のホームページに掲載する。 
    なお、提案書類の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に関する質問、他 

   の応募者からの提案書提出状況に関する質問、積算に関する質問等は、公平性の 

   確保、及び公正な選考を妨げる恐れがあるので受け付けない。 
 
  ５ 参加申込 
  （１）参加申込 プロポーザル参加申込書（様式２）及び和歌山県入札参加資格決 

    定通知書の写しをＦＡＸもしくはメールにて県長寿社会課まで送付すること。 
  （２）申込締切日時 平成２９年４月２８日（金）午後５時まで 
 
  ６ 企画提案書等の提出について 

 
  （１）提案書類 

番号 名称 内容・規格等 部数 
 １ 提案申請書 様式３  １ 
 ２ 
 

企画提案書 
 

日本工業規格 A4 版、長辺綴じ 
別紙１の内容を記載すること。 

 ７ 
 

 ３ 
 

見積書 
 

業務の実施に必要な経費を計上すること。 
消費税及び地方消費税額を明記。 

 １ 

 ４ 
 

業務実績報告書 
 

様式４  
 過去３年間の類似の業務実績 

 ７ 

 ５ 提案者の組織概要 会社案内等  ７ 
 ６ 誓約書 様式５  ７ 

 
   （２）企画提案提出期限 

平成 2９年５月１０日（水）午前１２時必着 
   （３）提出先 
        〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１ 

和歌山県福祉保健部福祉保健政策局 長寿社会課介護保険班 
    （４）提出方法 

  持参又は郵送等により送付すること。 
    （５）提出書類様式等について 
     県長寿社会課ホームページからダウンロード。 
     http://ftp.office.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/wakayamakentiikihoukatu.html 
 
  ７ 委託候補者の選定について 
      （１）選定方法について 
         提出された企画提案書とプレゼンテーションにより審査を行うプロポーザル

方式とし、評価を得点化して最も点数の高い提案を提出した業者を委託先候補 

者とする。最も点数の高い得点が複数の場合には、選定委員会委員の協議によ 

り委託候補者を選定する。 
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     なお、提案者が 1 者の場合においてもプレゼンテーションを実施し、選定委 

    員会における評価を行った上で、選定の可否を協議する。 
   （２）プレゼンテーション 
     プロポーザル参加者全員を対象に企画書のプレゼンテーションを実施する。 

     プレゼンテーション２０分、質疑応答５分とし、日時、場所については参加 

    者に別途連絡する。（プレゼンテーション及び質疑応答時間は、参加者数により 

    変更する場合がある。） 
   （３）審査基準 
     企画提案及びプレゼンテーションについて、次の項目を県が設定する評価基 

    準に基づいて点数評価する。 
       ・業務内容の理解度 
       ・業務遂行の確実性 
       ・情報収集及び調査分析力の優位性 
       ・提案内容の優位性 
       ・費用の経済性 
   （４）失格による除外について 
     参加者に次の行為があった場合は失格とし、選定対象から除外する。 
       ・提出期限に間に合わなかった場合 
       ・提出書類に虚偽の内容を記載した場合 
       ・審査の公平性に影響を与える行為があった場合 
       ・実施要領に違反すると認められる場合 
       ・その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
   （５）選定結果通知 
     選定結果については、各参加者に書面により通知するとともに、県ホームペー

ジに委託候補者の名称を公表する。 
    
  ８ 委託契約について 
       選定委員会で選定された委託候補者と条件等を協議の上、仕様書の内容を確定し 

    契約を締結する。協議が整わなかった場合、もしくは委託候補者が契約を辞退した 

    場合には､評価得点が次点の者と協議することとする。 
 
  ９ その他留意事項 
   （１）当業務委託により生じた成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に 

    規定する権利を含む。）は和歌山県に帰属するものとする。 
   （２）原則として再委託は認めない。ただし、業務の一部を委託する場合につい 

    て、和歌山県の承諾を得た場合はこの限りでない。 
   （３）契約書を作成するものとする。 

 （４）プロポーザル参加に係る費用は､各参加者の負担とする。 
 （５）提出のあった企画提案書等は、返却しない。 
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 １０ 担当及び問い合わせ先 
〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１ 
 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局 長寿社会課 介護保険班（担当者：坂本） 

 ＴＥＬ：０７３－４４１－２４４０ ＦＡＸ：０７３－４４１－２５２３ 
     E-mail：sakamoto_y0005@pref.wakayama.lg.jp 


